
限度額適用認定証
申請利用者画面
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■マイナ保険証で受診される場合、
限度額情報が提供されるため限度額認定証の申請は不要です。

■すでに医療費をお支払いされている場合は、
申請は不要です。



【利用者画面】限度額適用認定証交付申請

申請TOP画面
※実際の画面とは異なる場合があります。

申請方法、注意事項を確認の上、申請を始めてください。
※住民税が非課税の方は電子申請はできません。
リクルート健康保険組合のHPをご確認いただき、書面にて申請ください。

申請者情報

申請対象者情報

今回の交付が必要になる方を
選択してください。
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【利用者画面】限度額適用認定証交付申請

申請内容
※実際の画面とは異なる場合があります。
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病院への送付をご希望の場合、事前に必ず病院へ受取が可能か
確認してください。



8.【利用者画面】限度額適用認定証交付申請

※実際の画面とは異なる場合があります。

入力内容確認

申請対象者、住所、期間に誤りがないか確認の上、確定してください。

限度額適用認定証の申請が完了しました。

健康保険組合にて申請確認後、３営業日以内にご登録の住所に郵送します。
不備あった場合、メール、電話、郵送にてご連絡をさせていただくことがございます。

申請完了

限度額適用認定証申請（申請完了）

こちらで申請は完了です。

健康保険組合にて申請確認後、今回ご登録いただいた住所に３営業日以内に
郵送します。
不備がある場合、健康保険組合よりメール、電話、郵送等で連絡が入ります。
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